
○ 簡 易 無 線 局 の 周 波 数 及 び 空 中 線 電 力 を 定 め る 件 （ 平 成 六 年 郵 政 省 告 示 第 四 百 五 号 ） の 一 部 を 改 正 す る 件 新 旧 対 照 表 

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改 正 案 現 行 

電 波 法 施 行 規 則(昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 四 号)第 十 三

条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 簡 易 無 線 局 の 周 波 数 及 び 空 中 線 電 力 を 次 の

よ う に 定 め る 。 

電 波 法 施 行 規 則(昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 四 号)第 十 三

条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 簡 易 無 線 局 の 周 波 数 及 び 空 中 線 電 力 を 次 の

よ う に 定 め る 。 

な お 、 昭 和 五 十 八 年 郵 政 省 告 示 第 四 百 十 四 号 （ 無 線 操 縦 発 振 器 を 使

用 す る 簡 易 無 線 局 及 び パ ー ソ ナ ル 無 線 の 周 波 数 及 び 空 中 線 電 力 を 定 め

る 件 ） は 、 廃 止 す る 。 

な お 、 昭 和 五 十 八 年 郵 政 省 告 示 第 四 百 十 四 号 （ 無 線 操 縦 発 振 器 を 使

用 す る 簡 易 無 線 局 及 び パ ー ソ ナ ル 無 線 の 周 波 数 及 び 空 中 線 電 力 を 定 め

る 件 ） は 、 廃 止 す る 。 

一 ～ 五 （ 略 ） 一 ～ 五 （ 同 上 ） 

六 九 二 〇 ・ 五 MH
z

以 上 九 二 三 ・ 五 MH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 簡

易 無 線 局 

六 九 五 二 MH
z

を 超 え 九 五 六 ・ 四 MH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 簡 易

無 線 局 

 周 波 数 空 中 線 電 力 周 波 数 空 中 線 電 力 電 波 の 型 式  

 ㈠  占 有 周 波 数 帯 幅 が 二 〇 〇 kH
z

以 下

の も の 

  中 心 周 波 数 が 、 九 二 〇 ・ 六 MH
z

以 上

九 二 三 ・ 四 MH
z

以 下 の 周 波 数 で あ っ

て 、 九 二 〇 ・ 六 MH
z

に 一 〇 〇 kH
z

の 整

数 倍 を 加 え た も の 

㈡ 占 有 周 波 数 帯 幅 が 二 〇 〇 kH
z

を 超

え 四 〇 〇 kH
z

の 以 下 の も の 

中 心 周 波 数 が 、 九 二 〇 ・ 七 MH
z

以 上

九 二 三 ・ 三 MH
z

以 下 の 周 波 数 で あ っ

て 、 九 二 〇 ・ 七 MH
z

に 一 〇 〇 kH
z

の 整

数 倍 を 加 え た も の 

㈢ 占 有 周 波 数 帯 幅 が 四 〇 〇 kH
z

を 超

え 六 〇 〇 kH
z

の 以 下 の も の 

中 心 周 波 数 が 、 九 二 〇 ・ 八 MH
z

以 上

九 二 三 ・ 二 MH
z

以 下 の 周 波 数 で あ っ

〇 ・ 二 五 ワ ッ ト 以 下 九 五 四 ・ 二 MH
z

 〇 ・ 二 五 ワ ッ ト 以

下 

Ｎ 〇 Ｎ 、 Ａ 一 Ｄ 、 Ａ Ｘ

Ｎ 、 Ｈ 一 Ｄ 、 Ｒ 一 Ｄ 、

Ｊ 一 Ｄ 、 Ｆ 一 Ｄ 、 Ｆ 二

Ｄ 又 は Ｇ 一 Ｄ 

 



て 、 九 二 〇 ・ 六 MH
z

に 一 〇 〇 kH
z

の 整

数 倍 を 加 え た も の 
㈣ 占 有 周 波 数 帯 幅 が 六 〇 〇 kH
z

を 超

え 八 〇 〇 kH
z

の 以 下 の も の 
中 心 周 波 数 が 、 九 二 〇 ・ 九 MH
z

以 上

九 二 三 ・ 一 MH
z

以 下 の 周 波 数 で あ っ

て 、 九 二 〇 ・ 九 MH
z

に 一 〇 〇 kH
z

の 整

数 倍 を 加 え た も の 

㈤ 占 有 周 波 数 帯 幅 が 八 〇 〇 kH
z

を 超

え 一 MH
z

の 以 下 の も の 

中 心 周 波 数 が 、 九 二 一 MH
z

以 上 九 二

三 MH
z

以 下 の 周 波 数 で あ っ て 、 九 二 一

MH
z

に 一 〇 〇 kH
z

の 整 数 倍 を 加 え た も

の 

七 （ 略 ） 七 （ 略 ） 

  

 


